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 長崎純心大学大学院学則 
 
 

第１章 総則 
 
（趣旨） 

第１条 この学則は、長崎純心大学学則（以下「本学学則」という。）第７条第２項の規定に
基づき、長崎純心大学大学院（以下「本学大学院」という。）について、必要な事項を定め
るものとする。 

 
（目的及び使命） 

第２条 本学大学院は、カトリシズムの建学精神に基づき、広い視野に立って、精深な学識を授 
 け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養い、地域と
 世界に貢献し得る有能な人物を育成するとともに人類の平和及び文化と福祉の展開に寄与する
 ことを目的とする。 
 
（自己評価等） 

第３条 本学大学院は、教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究、組織及び運営
並びに施設及び設備（次項において「教育研究等」という。）の状況について自ら点検及び評
価を行い、その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっての項目の設定、実施体制等については、別に定める。 
３ 本学大学院は、第１項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定

める期間ごとに、認証評価機関による評価を受け、教育研究水準の向上を図るものとする。 
 
（課程及び目的） 

第４条 本学大学院の博士課程は、前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期 
 ３年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程は、修士課程として取
り扱うものとする。 

２ 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度 
 の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 
３ 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の 
 高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う 
ことを目的とする。 

４ 第２項及び第３項により置かれる各課程ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目 
 的のほか、各課程ごとの研究分野に係る教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的につい 
ては、別表第１において個別に定め、公表する。ただし、上記の博士前期課程の研究分野につ 
いては、比較文化研究、福祉文化研究、臨床心理学及び児童保育文化研究分野の四分野とし、 
博士後期課程については、文学研究及び福祉研究の二分野とする。 

 
（ファカルティ・ディベロップメント） 

第４条の２ 本学大学院は、大学院の理念・目的に照らし、授業及び研究指導の内容・方法につ
いて組織的な研修及び研究（以下「ファカルティ・ディベロップメント」という。）に努め、
教育・研究指導能力の向上を図るものとする。 

２ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施方法・内容等については、別に定める。 
 
（研究科及び専攻） 

第５条 本学大学院に置く研究科及び専攻は、次のとおりとする。 
 
 

研 究 科 名           専 攻 名 

人間文化研究科 人間文化専攻 
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（収容定員） 
第６条 研究科の収容定員は、次のとおりとする。     
 
 

研 究 科 名           専 攻 名         

   博士前期課程    博士後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

人間文化研究科 人間文化専攻 １５名 ３０名 ３名 ９名 

 
（標準修業年限） 

第７条 本学大学院の博士課程の標準修業年限は、５年とし、博士前期課程の標準修業年限は２ 
 年、博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 
 
 （在学期間） 
第８条 博士前期課程の在学期間は４年を、博士後期課程の在学期間は６年を超えることはでき
ない。 

 
 

第２章 教員組織及び運営組織 
 
 （教員組織） 
第９条 本学大学院の授業は、教授、准教授、講師又は助教が担当する。 
２ 本学大学院の研究指導は、教授が担当するものとする。ただし、特に必要があるときは、大
学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第９条に掲げる資格を有する准教授又は専任講師が
担当することができる。 

 
 （研究科長） 
第10条 研究科に研究科長を置く。 
２ 研究科長は、本学大学院における授業及び研究指導を行う教授をもって充てる。 
３ 研究科長は、専任教授のうちから学長の推薦に基づき、理事長が任命する。 
４ 研究科長は職務を補佐する者として、学長より承認を得て研究科長補佐を置くことができ
る。 

 
（研究科委員会） 

第11条 本学大学院に研究科委員会を置く。 
２ 研究科委員会は、本学大学院の専任教員によって構成する。 
３ 研究科委員会の委員長は、研究科長がこれに当たる。 
４ 研究科委員会は、本学大学院に関する重要事項を審議する。 
５ 研究科委員会に関し、必要な事項は別に定める。 
 
（事務組織） 

第12条 本学大学院に関する事務の執行は、本学の事務組織がこれに当たる。 
 
 

第３章 教育課程及び教育方法等 
 
 （教育課程） 
第13条 本学大学院は、その教育研究上の目的（人材の養成を含む。）を達成するために必要な
授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の
計画を策定し、体系的、機能的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、各研究分野に関する高度の専門的知識及び応用能力を修得さ
せるとともに、基礎的素養を涵養するよう適切に取りはからうものとする。 

 
（教育方法） 

第14条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行う。 
 
（単位の計算方法） 

第14条の２ 本学大学院における単位の計算方法については、本学学則第42条の規定を準用す
る。 
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 （授業科目及び単位数） 
第15条 本学大学院における授業科目及び単位数は、別表第２及び別表第３のとおりとする。 
 
 （履修方法） 
第16条 博士前期課程の学生は、博士前期課程における在学期間中において定められた授業科目
を履修し、必修科目及び選択科目を合わせて、30単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けな
ければならない。 

２ 博士後期課程の学生は、博士後期課程における在学期間中において定められた授業科目を履
修し、必修科目及び選択科目を合わせて、22単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けなけれ
ばならない。 

３ 学生は、履修する授業科目の選択に当たっては、研究指導を担当する教員の指導を受けなけ
ればならない。 

 
（考査及び単位の授与） 

第17条 本学大学院の学生が一の授業科目を履修した場合には、考査を行い、合格した者に対し
ては、単位を与える。 

２ 考査は、試験、研究報告その他の方法により行うものとする。 
 
（学業成績の評価） 

第18条 学業成績の評価は、Ａ+ (100～90点) 、Ａ (89～80点) 、Ｂ（79～70点) 、Ｃ（69～60
点) 、Ｆ（60点未満)及びＸ（履修の放棄） の評語をもって表し、Ａ+ 、Ａ、Ｂ及びＣを合格
とし、Ｆ及びＸを不合格とする。 

 
（長期にわたる教育課程の履修） 

第19条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計
画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的履修を認
めることができる。この場合において、在学年限は博士前期課程にあっては4年、博士後期課
程にあっては6年を超えないものとする。 

２ 長期にわたる教育課程の履修に関し、必要な事項は別に定める。  
 
（他の大学院における授業科目の履修等） 

第20条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院（外国の大学院等を含む。）とあらか
じめ協議の上、当該他の大学院の授業科目を履修させ、10単位を超えない範囲で、本学大学大
学院において修得したものとみなすことができる。 

２ 学長は、教育上有益と認めるときは、本学大学院に入学する前に大学院（国際連合大学を含
む）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含
む。）を、10単位を超えない範囲で本学大学院において修得したものとみなし、課程修了の要
件となる単位として認定することができる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は、合計10単位を超えない範囲で本学大学院において修得
したものとみなし、課程修了の要件となる単位として認定することができる。 

  
（研究指導） 

第21条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究
所等を含む。）とあらかじめ協議の上、学生が当該他大学院又は研究所等において、必要な研
究指導を受けることを認めることができる。 

２ 博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超える
ことはできない。 

３ 博士後期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超える
ことはできない。 

 
 

第４章 課程の修了及び学位の授与等 
 
（博士前期課程の修了要件） 

第22条 博士前期課程を修了するためには、当該課程に２年以上在学し、所定の授業科目につい
て30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学大学院の行う修士論文又は特
定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学
期間に関しては、優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験は、研究科委員会におい
て審査委員会を設けて行い、その合否は、審査委員会の報告に基づいて研究科委員会の意見を
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聴いて学長が決定する。 
３ 第４条第１項に規定する博士課程の博士前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達
成するために必要と認められる場合には、第１項に規定する修士論文又は特定の課題について
の研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、次の各号の試験及び審査に合格す
ることとすることができる。 
⑴ 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的 
素養についての試験 

⑵ 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力についての審査 
 
（博士後期課程の修了要件） 

第23条 博士後期課程を修了するためには、博士後期課程に３年以上在学し、所定の授業科目に
ついて22単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士の学位論文の審査及び最
終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者につ
いては、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者については、
前項ただし書中「１年」とあるのは「博士後期課程の標準修業年限３年から博士前期課程にお
ける在学期間を減じた期間」と読み替えて、同項ただし書の規定を適用する。 

３ 博士論文の審査及び最終試験は、研究科委員会において審査委員会を設けて行い、その合否
は、審査委員会の報告に基づいて研究科委員会の意見を聴いて学長が決定する。 

 
（課程修了の認定） 

第24条 博士前期課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科委員会の意見を聴いて学長が行
う。 

 
（学位の授与） 

第25条 学長は、博士前期課程を、第４条第２項及び第４項（別表第１）に定める「教育研究上
の目的及び人材の養成に関する目的」を踏まえ修了した者に、修士の学位を授与する。 

２ 学長は、博士後期課程を、第４条第３項及び第４項（別表第１）に定める「教育研究上の目
的及び人材の養成に関する目的」を踏まえ修了した者に、博士の学位を授与する。 

３ 学位の授与に関し、必要な事項は、別に定める。 
    
（教育職員免許状の取得） 

第26条  削除 
 
（臨床心理士の受験資格） 

第27条 削除 
 
 （公認心理師の受験資格） 
第27条の2 博士前期課程において、公認心理師の受験資格を取得するためには、公認心理師法
（平成27年法律第68号）及び同法施行規則（平成29年文部科学省・厚生労働省令第３号）に定
める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

２ 前項の履修方法に関し、必要な事項は、別に定める。 
 
 

第５章 入学、休学、復学、退学、再入学、進学、転入学、留学及び除籍 
 
（入学の時期） 

第28条 入学時期は、学年の始めとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、後期の始めに入学させることができる。 
 
（博士前期課程の入学資格） 

第29条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
⑴ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に定める大学を卒業した者 
⑵ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第７項の規定により学士の学位を授与された 
 者 
⑶ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 
⑷ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外 
国の学校教育における16年の課程を修了した者 

⑸ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課 
程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい
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て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了
したとされる者 

⑹ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準
を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以
後に修了した者 

⑺ 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号） 
⑻ 学校教育法第102条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって、本学大学院 
において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(9)本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力 
があると認めた者で、22歳に達した者 

２ 前項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、大学に文部科学大臣の定め
る年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）であって、
本学大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、大学院に入学させることが
できる。 
 
（博士後期課程の入学資格） 

第29条の2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
⑴ 修士の学位又は専門職学位を有する者 
⑵ 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 
⑶ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専

門職学位に相当する学位を授与された者 
⑷ 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい 
て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了 
し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 ⑸ 外国の大学において教育課程を履修し、博士論文研究基礎審査に相当するものに合格し、
修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者 

⑹ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 
⑺ 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号） 
⑻ 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの 
 
（入学の出願） 

第30条 入学志願者は、入学願書等の書類に検定料を添えて、提出しなければならない。 
 
 （入学者の選抜） 
第31条 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。  
２ 入学志願者に対しては、別に定める選抜試験を行う。 
 
 （合格者の決定） 
第32条 前条の合格者の決定は、研究科委員会の意見を聴いて学長が行う。 
 
 （入学手続及び入学許可） 
第33条 選抜試験の結果合格した者は、別に定めるところにより、入学の手続きをとらなければ 
 ならない。 
２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 
 
 （休学） 
第34条 病気その他やむを得ない理由により継続して３か月以上修学することができない者は、
学長に休学を届け出なければならない。 

２ 病気のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることがあ
る。 

 
 （休学期間） 
第35条 休学の期間は、当該年度を超えることはできない。なお、引き続き休学を希望する場合
は、あらためて休学願を提出しなければならない。 

２ 休学期間は、通算して、博士前期課程においては２年を、博士後期課程においては３年を超
えることができない。 

３ 休学期間は、第８条、第19条、第22条及び第23条の期間に算入しない。 
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（復学） 
第36条 休学期間が満了するとき、又は休学期間であってもその事由が消滅したときは、学長に
復学を届け出なければならない。 

 
（退学） 

第37条 退学をしようとする者は、学長に届け出なければならない。 
 
（再入学） 

第38条 前条による退学者及び第42条第５号による除籍者が、退学後又は除籍後、博士前期課程
 にあっては２年以内に、博士後期課程にあっては３年以内に再入学を願い出た場合は、研究科
 委員会の意見を聴いて学長が許可することがある。 
２ 前項の規定により入学を許可された者については、退学時までの在学期間、休学期間、留学
期間及び停学期間は入学後の当該期間に通算するものとし、既に履修した授業科目について修
得した単位の取扱いについては、研究科委員会の意見を聴いて学長が定めるものとする。 

 
（進学） 

第39条 本学大学院博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学を志願する者について
は、研究科委員会の意見を聴いて、学長が進学を許可することがある。 

２ 進学に係る選考については、別に定める。 
 
 （転入学） 
第40条 他の大学院（外国の大学院を含む。）に在学中の者で転入学を志願する者は、研究科委
員会の意見を聴いて、学期の始めに、学長が相当年次に入学を許可する。 

２ 転入学を許可された者の在学すべき年数、履修すべき単位数は、研究科委員会の意見を聴い
て学長が決定する。   

 
（留学） 

第41条 学生が、外国の大学院又はこれに相当する教育・研究機関等に留学するときは、学長に
届け出なければならない。 

２ 第20条及び第21条の規定を、留学の場合に準用する。 
３ 留学期間は、第８条及び第22条又は第23条の期間に算入する。 
 
 （除籍） 
第42条 次の各号の一に該当する者は、研究科委員会の意見を聴いて学長が除籍する。 
 ⑴ 正当の理由なくして欠席が長期にわたる者 
 ⑵ 成業の見込みがないと認めた者 
 ⑶ 第８条の在学期間を超えた者 
 ⑷ 第35条第２項の休学期間を超えた者 
⑸ 授業料その他の学費（以下「授業料等」という。）の納付を怠り、督促してもなお納付し 
 なかった者 

 ⑹ 休学期間満了の学生で、所定の期間内に第36条に定める復学手続をしない者 
 
   

  第６章 科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生 
 
（科目等履修生） 

第43条 本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目について履修を希望する者
があるときは、教育研究に支障のない限り、選考の上、学長が科目等履修生として入学を許可
することがある。 

２ 科目等履修生となることができる者は、第29条の１の入学資格を有する者とする。 
３ 科目等履修生に関し、必要な事項は、別に定める。 
 
 （研究生） 
第44条 本学大学院において、特殊な専門事項について研究を希望する者があるときは、教育研
究に支障のない限り、選考の上、学長が学期の始めに研究生として入学を許可することがあ
る。 

２ 研究生の期間は１年以内とする。ただし、研究上必要があると認める場合には研究期間を更
新することができる。 

３ 研究生となることができる者は、第29条の２の入学資格を有する者とする。 
４ 研究生に関し、必要な事項は、別に定める。 
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 （特別聴講学生） 
第45条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で、本学大学院の特定の授業科目を履修す
ることを希望するものがあるときは、当該他大学院との協議に基づき、学長が特別聴講生とし
て入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に関し、必要な事項は、別に定める。 
 
 （特別研究学生） 
第46条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で、本学大学院において研究指導を受けよ
うとするものがあるときは、当該他大学院との協議に基づき、学長が特別研究学生として入学
を許可することがある。 

２ 特別研究学生に関し、必要な事項は、別に定める。 
 
 （外国人留学生） 
第47条 本学大学院に、教育を受ける目的をもって入国した外国人で、学生、科目等履修生、研
究生、特別聴講学生、特別研究学生として入学を志願する者があるときは、外国人留学生とし
て学長が入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関し、必要な事項は、別に定める。 
 
 

第７章 検定料、入学料及び授業料等 
 
（検定料） 

第48条 入学、転入学を志願する者は、別表第５に記載してある検定料を納めなければならな
い。 

 
 （入学料） 
第49条 入学、転入学に当たっては、別表第５に記載してある入学料を納めなければならない。 
 
 （検定料及び入学料の不徴収） 
第50条 長崎純心大学を卒業した者及び卒業見込みの者（長崎純心大学短期大学部及び純心女子
短期大学を含む。）で本学大学院博士前期課程に入学する者については、入学料は徴収しない
ものとする。 

２ 本学大学院博士前期課程を修了し、引き続き本学大学院博士後期課程に進学する者について
は、検定料及び入学料は徴収しないものとする。 

 
（授業料等の納期等） 

第51条 授業料等は、学年の前期及び後期の２回に分け、別表第５に記載してある金額を次の期
間に納めなければならない。ただし、特別の事情により納期内に納めることができない者は、
所定の延期願を各期の納入月の10日までに学長に提出し、許可を受けなければならない。 

  前期 ４月１日から４月30日まで 
  後期 10月１日から10月31日まで 
２ 入学年度の前期に関わる授業料等については、前項の規定にかかわらず、入学手続時に納め
なければならない。 

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず、第51条の２に規定する長期履修学生の授業料等の納期
は、別に定める。 

    
（授業料等の特例） 

第51条の2 第19条の規定に基づき、当該標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教
育課程を履修して課程を修了することを認められた者（以下「長期履修学生」という。）から
徴収する授業料等の年額は、長期履修学生として、標準修業年限を越えて一定の期間にわたり
計画的に教育課程を履修することを認められた期間（以下｢長期在学期間｣という。）に限り、
第51条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する授業料等の年額に当該標準修業年限に
相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額（その額に10円未満の端数があ
るときは、それを切り上げるものとする。）とする。 

２ 長期履修生が、長期在学期間を短縮することを認められた場合には、当該短縮後の期間に応
じて、第1項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数（その期間が1
年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。）を乗じて得た額
から当該者が在学した期間（学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下
同じ。）に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認める時に徴収す
るものとする。 
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（授業料等の改訂） 
第52条 在学中、授業料等について変更があった場合には、新たに定められた金額に基づいて納
めなければならない。 

 
 （その他の費用） 
第53条 証明書類の発行を受ける者は、所定の手数料を納めなければならない。 
 
 （復学等の場合の授業料等） 
第54条 前期又は後期の中途において復学した者から徴収する授業料等の額は、年額の１２分の
１に相当する額に、復学した月から当該学期末までの月数を乗じて得た額とし、その期分は復
学した月に納めなければならない。 

２ 再入学した者の授業料等の額は、当該者の属する年次の在学者に関わる徴収額とする。 
 
 （退学及び停学等の場合の授業料等） 
第55条 前期又は後期の中途で退学を願い出ようとする者、退学又は停学を命ぜられた者の当該
学期分の授業料等は、これを徴収する。 

 
 （休学の場合の授業料等） 
第56条 休学を許可され又は命ぜられた者については、休学した月の翌月から復学した月の前月
までの授業料等を免除する。 

 
２ 前項の免除額は、次の算式による。 

 ｛授業料等年額×休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数／１２｝ 
 
 （学年の中途で課程修了する場合の授業料等） 
第57条 学年の中途で修了する見込みのある者は、修了する見込みの月までの授業料等を納めな
ければならない。 

 
第58条 納入した検定料、入学料及び授業料等は、原則として返還しない。 
 
 

第８章 賞罰 
 
（表彰） 

第59条 学生として表彰に値する行為があったときは、研究科委員会の意見を聴いて学長が表彰
する。 

２ 表彰に関し、必要な事項は、別に定める。 
 

（倫理心得） 
第60条 教育研究、臨床等は、社会的営みであることに留意し、人権の尊重を初めとする倫理的
課題に応えるべく、別途定める教育研究、臨床等の「倫理心得」を遵守すべきものとする。 

 
 （罰則） 
第61条 学生が、本学大学院学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったとき
は、研究科委員会の意見を聴いて学長が懲戒する。 

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 
３ 停学の期間は、第22条及び第23条の修了要件として在学すべき期間に算入しない。ただし、
第８条の在学期間には算入する。 

４ 停学の期間が通算して３か月未満のときは、前項の規定にかかわらず、第22条及び第23条の
修了要件として在学すべき期間及び第８条の在学期間に算入する。 

５ 懲戒に関し、必要な事項は別に定める。 
 
 

第９章 学年、学期及び休業日 
 
第62条 学年、学期及び休業日は、本学学則第17条から第19条までの規定を準用する。 
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   第10章 その他 
 
第63条 この学則に規定していない事項については、本学学則の規定を準用する。 
 
 
 

  附 則 
  この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 
 
    附 則 
  この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 
 
    附 則 
  この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 
 
    附 則 
  １ この学則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、改正後の第３６条に関わる規

定は、平成１４年４月１日から適用する。 
  ２ 平成１５年３月３１日現在、本学大学院に在籍している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
    附 則 
  １ この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 
  ２ 平成１６年３月３１日現在、本学大学院に在籍している者については、改正後の長崎純 
   心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
    附 則 
  １ この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 
  ２ 平成１７年度の博士前期課程の収容定員等は、第６条の規定にかかわらず、次のとおり

とする。 
 
  

 
  研 究 科 名           

 
 
  専 攻 名         

   博 士 前 期 課 程                     

入 学 定 員  
 収容定員 

１７年度 １６年度 

人間文化研究科 人間文化専攻 １５名 １０名 ２５名 

 
  ３ 平成１７年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
     附 則 
  １ この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 
  ２ 平成１８年３月３１日現在本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純心

大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
     附 則 
  １ この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 
  ２ 平成１９年３月３１日現在本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純心

大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
     附 則 
   この学則は、平成１９年５月１６日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 
 
     附 則 
   この学則は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第４７条第１項ただし書の規定 
  については、平成２０年３月３１日現在在籍している者から適用する。 
 
 



 10 

     附 則 
   この学則は、平成２０年５月２１日に施行し、平成２０年４月１日から適用する。 
 
     附 則 
  １ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２１年３月３１日現在本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純心

大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
     附 則 
  １ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２２年３月３１日現在本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純心

大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
     附 則 
  １ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２３年３月３１日現在本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純心

大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
     附 則 
  １ この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２４年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
  
     附 則 
  １ この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２５年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 
  １ この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２６年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 
  １ この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２７年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 
  １ この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２８年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 
  １ この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 
  ２ 平成２９年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

  附 則 
  １ この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 
  ２ 平成３０年３月３１日現在、本学大学院博士前期課程に在学している者及び平成３１年

３月３１日に在学する者については、改正後の長崎純心大学大学院学則の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。 

 
  附 則 

  １ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 
  ２ 平成３１年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
  ３ 前項の規定にかかわらず、学則第１５条に定める別表第２の「臨床心理実習Ⅰ（心理実

践実習Ｂ）」の開講年次については、平成３０年度入学生から適用する。 
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  附 則 

   １ この学則は、２０２０年４月１日から施行する。 
  ２ ２０２０年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

  附 則 
   １ この学則は、２０２１年４月１日から施行する。 
  ２ ２０２１年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、学則第１５条に定める別表第３の「人間福祉特殊
研究演習Ⅲ」を履修する場合は、この限りでない。 

 
 附 則 

   １ この学則は、２０２２年４月１日から施行する。 
  ２ ２０２２年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 
   １ この学則は、２０２３年４月１日から施行する。 
  ２ ２０２３年３月３１日現在、本学大学院に在学している者については、改正後の長崎純

心大学大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 



人間文化研究（ヒュ－マニスティック・スタディ－ズ）を専攻し、「人間(性)」文化を切
り拓く担い手を養成する。 具体的には、以下の４分野からなる課程の目的に適う
のとする。

比 較 文 化
研 究 分 野

「人間らしくある」ことを問う人間文化研究を前提とし、人間文化の比較研究をその
属性たる固有性、普遍性に着目し深化させる。 また、その学的成果を通して内外
の文化事業従事者又は研究者の養成につとめる。

福 祉 文 化
研 究 分 野

「人間性」のあり方を問う人間文化研究を踏まえ、福祉の根源性と普遍性に関わる
「人間らしくある」文化を探究し、これからの福祉学の再構築を目指す。 こうした福
祉学を人間文化との関わりに照らし合わせる学的成果により、次世代の福祉関係
の研究者及び高度な福祉人材等の職業人の養成につとめる。

臨床心理学
分　　　　 野

人間が示す心理的現象の多面性を理解するために、その基本となる心理学的原
理と技法を研究し、さらに関連領域の知見も積極的に取り入れながら、 その成果
を応用してこころの健康維持に寄与し得る、 人間性に基づいたこころの探究を目
指す。 その上で今日喫緊の課題とされる教育はもとより医療・保健・福祉・産業な
ど諸領域の臨床心理に関わる高度の知識と技術を有する専門家すなわち公認心
理師の養成につとめる。

児童保育文化
研 究 分 野

児童の保育・教育に関わるより精深な学識を、人間文化研究（ヒューマニスティッ
ク・スタディーズ）を踏まえた広い視野に立って培い、分けても心理・教育・福祉研
究分野の学際的学習を通して、今日的な実践課題となる児童保育学理解の深化
を教育研究上の目的とする。また、勝れて今日的実践課題に応え得るために児童
保育学又は人間文化研究の一環としてのチャイルド・スタディーズの教育研究能
力を高めるだけでなく、当該教育研究力がなによりも各種現場で実際に応用し得
る高度な専門的職業人の養成につとめる。

人間文化研究（ヒュ－マニスティック・スタディ－ズ）を専攻し、「人間(性)」文化を切
り拓く担い手を養成する。 具体的には、以下の２分野からなる課程の目的に適うも
のとする。

文　　　　　学
研 究 分 野

「人間とは」という問いを通した統合的人間理解を人間文化の目指すものとして捉
え、文化、心理、教育研究分野における人間文化の普遍的根源的探究をより高度
なレベルで深める。その学問的成果をもって研究者又は高度な専門的職業人の
養成につとめる。

福 　　　　祉
研 究 分 野

「福祉なるもの」を人間文化を構成する基本的なファクターとして捉え、従来の社
会福祉研究では捉えきれない人間福祉文化の諸相と本質を明らかにし、次世代
の福祉課題となる福祉文化学の創造的構築を目指す。その学問的成果をもって
研究者又は高度な専門的職業人の養成につとめる。

課 程 の 研 究
分 野 の 目 的

研
究
分
野
の
目
的

⑵　博士後期課程

別表第１　教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的

⑴　博士前期課程

課 程 の 研 究
分 野 の 目 的

研
 

究
 

分
 

野
 

の
 

目
 

的
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必修
(選択
必修)

選択

人間文化研究特論 1前 (2) 選択必修２単位以上
キリスト教人間学特論 1後 (2)

英語情報研究特論 2 4 比較文化特別研究演
英語活用研究特論 2 4 習を志望する場合は、
英米文学研究特論 2 4 10単位以上の履修を
日本文学特論 2 4 必要とする。
日本語特論 2 4
教育人間学特論 1後 2
日本キリスト教史特論 2前 2
比較文化史特論 2 4
文化社会特論 1後 2
比較教育文化特論 1後 2
教育思想特論 1後 2
比較文学・文化研究特論 1後 2
文化事業特論 2 2
近代日本文学特論 1 4
福祉文化特論Ⅰ 1 4 福祉文化特別研究演
福祉文化特論Ⅱ－比較福祉文化特論 2 4 習又は人間福祉特別
社会福祉特論 1前 2 研究演習を志望する
地域福祉特論 2後 2 場合は、10単位以上
人間福祉特論Ⅰ 1後 2 の履修を必要とする。

人間福祉特論Ⅱ 1 4
人間福祉特論Ⅲ 2前 2
人間福祉各論 1前 2

福祉文化各論 2後 2
ソーシャルワーク特論 2前 2
社会調査特論 1前 2
障害者(児)心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) 1又は2後 1 心理学特別研究演習
社会心理学特論（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 1又は2後 1 を志望する場合は、
臨床心理面接特論（心理支援に関する理論と実践） 1後 2 10単位以上の履修を
臨床心理査定演習(心理的アセスメントに関する理論と実践) 1前 2 必要とする。
発達心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開) 1又は2前 1
臨床心理地域援助特論 2 1
神経心理学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開) 1又は2前 1
精神医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開) 1後 1
犯罪心理学特論(司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開) 1又は2前 1
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 1 2
学校臨床心理学特論 2前 1
心の健康教育に関する理論と実践 2前 1
心理実践実習Ａ（学内実習） 1～2 6
心理実践実習Ｂ（学外実習） 1～2 2
心理実践実習Ｃ（事前事後指導Ⅰ） 1 1
心理実践実習Ｄ（事前事後指導Ⅱ） 2 1

統
合
科
目

基
 
 
軸
 
 
科
 
 
目

（
文
化
の
比
較
研
究

)

比
較
文
化
研
究

（
福
祉
の
文
化
研
究

)

福
祉
文
化
研
究

（

人
間
の
心
理
研
究

)

臨
床
心
理
学

別表第2 　　　　　授業科目及び単位数（博士前期課程）

科
目
機
能

研
究
分
野

授業科目
開講
年次

単位数
備　　考

修了要件単位数
３０単位以上
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必修
(選択
必修)

選択

比較教育文化特論 1後 2 児童保育文化特別研
教育思想特論 1後 2 究演習を志望する場
発達心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開) 1又は2前 1 合は、10単位以上の
障害者(児)心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) 1又は2後 1 履修を必要とする。
社会心理学特論（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 1又は2後 1
犯罪心理学特論(司法･犯罪分野に関する理論と支援の展開) 1又は2前 1
家族関係･集団･地域社会における心理支援に関する理論と実践 1 2
心の健康教育に関する理論と実践 2前 1
人間福祉各論 1前 2
モンテッソーリ教育特論 1前 2
障害児教育・福祉特論 2前 2
児童文化特論 2前 2
表現教育特論 2後 2
幼児教育特論 1後 2
社会福祉特論 1前 2
児童保育・教育特論Ⅰ 1前 2
学習社会特論 1前 2
比較文化特別研究演習 1 （４） 選択必修４単位

左記の特別研究演習
より１科目選択する
こと。

福祉文化特別研究演習 1 （４）
人間福祉特別研究演習 1 （４）

心理学特別研究演習 1 （４）

児童保育文化特別研究演習 1 （４）

1～2 2 必修２単位以上

備　　考
修了要件単位数
３０単位以上

研
究
分
野

授業科目
開講
年次

単位数

（
人
間
の
心
理
研
究

)

臨
床
心
理
学

展
開
科
目

科
目
機
能

展
 
 
開
 
 
科
 
 
目

人間文化特別研究

(

文
化
の
比
較
研
究

)

比
較
文
化
研
究

(

児
童
保
育
の
文
化
研
究

)

児
童
保
育
文
化
研
究

(

福
祉
の
文
化
研
究

)

福
祉
文
化
研
究

（
児
童
保
育
の
文
化
研
究

)

児
童
保
育
文
化
研
究
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必修 選択
文学特殊研究演習Ⅰa 1前 (2)
文学特殊研究演習Ⅰb 1後 (2)
文学特殊研究演習Ⅱa 2前 (2)
文学特殊研究演習Ⅱb 2後 (2)
文学特殊研究演習Ⅲa 3前 (2) 履修に当たっては、指
文学特殊研究演習Ⅲb 3後 (2) 導教員が担当する基
福祉特殊研究演習Ⅰa 1前 (2) 盤科目の特殊演習を
福祉特殊研究演習Ⅰb 1後 (2) 12単位と、総合展開
福祉特殊研究演習Ⅱa 2前 (2) 科目の人間文化特殊
福祉特殊研究演習Ⅱb 2後 (2) 研究10単位（必修）を
福祉特殊研究演習Ⅲa 3前 (2) 含むこと。
福祉特殊研究演習Ⅲb 3後 (2)

人間文化特殊研究 1～3 10

福
祉
研
究

総
合
展
開
科
目

人
間
文
化
特
殊
研
究

別表第3

科目機能 研究分野

基
盤
科
目

文
学
研
究

授業科目
開講
年次

単位数 備　　考
修了要件単位数

　　　　　授業科目及び単位数（博士後期課程）
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別表第４

　　　削除

別表第５

４月 １０月 ４月 １０月 ４月 １０月 ４月 １０月 ４月 １０月

検　定　料 30,000 30,000

入　学　金 200,000 200,000

授　業　料 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

教育充実費 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

博士前期課程

第２年次

　本学博士前期課程に入学する者については、入学料は不徴収

　は不徴収

区　　分 第1年次 第1年次

※検定料及び入学金の不徴収（学則第50条）

第３年次

博士後期課程

・長崎純心大学卒業者及び卒業見込み者（長崎純心大学短期大学部及び純心女子短期大学を含む。）で

・本学博士前期課程を修了し、引き続き本学博士後期課程に進学する者については、検定料及び入学料

第２年次
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